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告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
特
例
認

定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
特
例
認
定
が
失
効
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
空
飛
ぶ
ア
ヒ
ル 

二 

代
表
者
の
氏
名 

関
根 

守
男 

三 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
蓮
田
市
緑
町
一
丁
目
四
番
八
号 

四 

失
効
日 

 
 

令
和
五
年
十
月
二
日 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
一
号 

 
埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
）
第
十
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
特
に
優
良
な
図
書
と
し
て
、
次
の
と
お
り
推
奨

す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

   



 

推
奨
番
号

対
象

書
名

著
者
名
等

発
行
所

一
六
九
〇

乳
幼
児

ぞ
う
さ
ん
の
お
ふ
ろ

内
田
麟
太
郎
／
さ
く
　
村
田
エ
ミ
コ
／
え

童
心
社

一
六
九
一

乳
幼
児

わ
ら
っ
て
よ 

ピ
ッ
コ

ル
イ
ス
・
ス
ロ
ボ
ド
キ
ン
／
さ
く
　
こ
み
や
ゆ
う
／
や
く 

福
音
館
書
店

一
六
九
二

乳
幼
児

ヨ
ル
と
よ
る

あ
さ
の
ま
す
み
／
作
　
よ
し
む
ら
め
ぐ
／
絵

教
育
画
劇

一
六
九
三

乳
幼
児

あ
な
の
な
か
か
ら･

･･

さ
い
と
う
し
の
ぶ
／
作

あ
す
な
ろ
書
房

一
六
九
四

乳
幼
児

ど
ん
ぐ
り
こ
ろ
こ
ろ
む
し

澤
口
た
ま
み
／
ぶ
ん  

た
し
ろ
ち
さ
と
／
え

福
音
館
書
店

一
六
九
五

小
学
校
低
学
年

す
ず
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
お
く
り
も
の

最
上
一
平
／
文
　
黒
井
健
／
絵

新
日
本
出
版
社

一
六
九
六

小
学
校
低
学
年

ひ
が
た
は
た
か
ら
ば
こ 

青
い
カ
ニ
み
つ
け
た

よ
し
の
ゆ
う
す
け
／
写
真
・
文

徳
間
書
店

一
六
九
七

小
学
校
低
学
年

て
ん
て
ん
き
ょ
う
だ
い

山
田
慶
太
／
文
　
田
口
麻
由
／
絵

ポ
プ
ラ
社

一
六
九
八

小
学
校
低
学
年

い
い
一
日
っ
て
な
あ
に
？

ミ
ー
シ
ャ
・
ア
ー
チ
ャ
ー
／
作
　
石
津
ち
ひ
ろ
／
訳

Ｂ
Ｌ
出
版

一
六
九
九

小
学
校
低
学
年

か
み
な
り

妹
尾
堅
一
郎
／
監
修

ポ
プ
ラ
社

一
七
〇
〇

小
学
校
中
学
年

金
色
の
約
束

松
本
聰
美
／
作
　
黒
須
高
嶺
／
絵

国
土
社

一
七
〇
一

小
学
校
中
学
年

え
ん
ぴ
つ
は
だ
ま
っ
て
て

あ
ん
ず
ゆ
き
／
作
　
た
ご
も
り
の
り
こ
／
絵

文
溪
堂

一
七
〇
二

小
学
校
中
学
年

寓
話
に
生
き
た
人
イ
ソ
ッ
プ
　−

そ
の
人
生
と
１
３
の
物
語−

イ
ア
ン
・
レ
ン
ド
ラ
ー
／
文
　
パ
メ
ラ
・
ザ
ガ
レ
ン
ス
キ
ー
／
絵
　
山
下
愛
純
／
訳

化
学
同
人

一
七
〇
三

小
学
校
中
学
年

戦
争
を
や
め
た
人
た
ち
　−

１
９
１
４
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
休
戦−

鈴
木
ま
も
る
／
文
・
絵

あ
す
な
ろ
書
房

一
七
〇
四

小
学
校
中
学
年

は
じ
め
ま
し
て
の
ダ
ン
ネ
バ
ー
ド

工
藤
純
子
／
作 

 

マ
コ
カ
ワ
イ
／
絵

く
も
ん
出
版

一
七
〇
五

小
学
校
高
学
年

ち
い
さ
な
宇
宙
の
扉
の
ま
え
で
　
続
・
糸
子
の
体
重
計

い
と
う
み
く
／
作
　
佐
藤
真
紀
子
／
絵

童
心
社

一
七
〇
六

小
学
校
高
学
年

わ
た
し
と
あ
な
た
の
も
の
が
た
り

ア
ド
リ
ア
・
シ
オ
ド
ア
／
文
　
エ
リ
ン
・
Ｋ
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
／
絵
　
さ
く
ま
ゆ
み
こ
／
訳

光
村
教
育
図
書

一
七
〇
七

小
学
校
高
学
年

わ
た
し
は
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム

リ
ビ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ウ
エ
ス
ト
コ
ッ
ト
／
著
　
梅
津
か
お
り
／
訳

小
学
館

一
七
〇
八

小
学
校
高
学
年

和
ろ
う
そ
く
は
、
つ
な
ぐ

大
西
暢
夫
／
著

ア
リ
ス
館

一
七
〇
九

小
学
校
高
学
年

シ
リ
ア
か
ら
き
た
バ
レ
リ
ー
ナ

 

キ
ャ
サ
リ
ン
・
ブ
ル
ー
ト
ン
／
作
　 

尾
﨑
愛
子
／
訳
　
平
澤
朋
子
／
絵

偕
成
社



 

       

一
七
一
〇

中
学
校

バ
ン
ピ
ー 

い
と
う
み
く
／
著

静
山
社

一
七
一
一

中
学
校

僕
ら
が
学
校
に
行
く
理
由

渋
谷
敦
志
／
写
真
・
文

ポ
プ
ラ
社

一
七
一
二

中
学
校

彼
の
名
は
ウ
ォ
ル
タ
ー

エ
ミ
リ
ー
・
ロ
ッ
ダ
／
著
　
さ
く
ま
ゆ
み
こ
／
訳

あ
す
な
ろ
書
房

一
七
一
三

中
学
校

バ
ス
を
降
り
た
ら

眞
島
め
い
り
／
著

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所

一
七
一
四

中
学
校

い
っ
し
ょ
に
い
る
よ
　
子
ど
も
と
裁
判
に
出
た
犬 

フ
ラ
ン
と
ハ
ッ
シ
ュ
の
物
語

涌
井
学
／
著 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
子
ど
も
支
援
セ
ン
タ
ー
つ
な
っ
ぐ
／
原
案

小
学
館

一
七
一
五

高
校
・
青
年

Ｈ
Ａ
Ｖ
Ｅ 

Ｐ
Ｒ
Ｉ
Ｄ
Ｅ
　
生
き
る
！
愛
す
る
！
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
＋ 

の
２
３
０
０
年
の
歴
史

ス
テ
ラ
・
Ａ
・
コ
ー
ル
ド
ウ
ェ
ル
／
著
　
ス
ー
・
サ
ン
ダ
ー
ス
／
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
　
櫛
田
理
絵
／
訳

合
同
出
版

一
七
一
六

高
校
・
青
年

あ
な
た
の
教
室

レ
テ
ィ
シ
ア･

コ
ロ
ン
バ
ニ
／
著
　
齋
藤
可
津
子
／
訳 

早
川
書
房

一
七
一
七

高
校
・
青
年

マ
イ
ス
モ
ー
ル
ラ
ン
ド

川
和
田
恵
真
／
著

講
談
社

一
七
一
八

高
校
・
青
年

金
環
日
蝕

阿
部
暁
子
／
著

東
京
創
元
社

一
七
一
九

高
校
・
青
年

ウ
ェ
ル
カ
ム
・
ホ
ー
ム
！

丸
山
正
樹
／
著

幻
冬
舎



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
二
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
鶴
ヶ
島
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

鶴
ヶ
島
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

鶴
ヶ
島
市
大
字
脚
折
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
ま
で 

 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
三
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
と
き
が
わ
町
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受

け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

と
き
が
わ
町 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量 

数
値
地
形
図
修
正
（
地
図
レ
ベ
ル
二
千
五
百
）
：
五
十
五
・
九
平
方
キ
ロ
メ
ー 

 
 

ト
ル 

三 

作
業
地
域 

 
 

比
企
郡
と
き
が
わ
町
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
十
五
日
ま
で 

 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
四
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
志
木
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

志
木
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

志
木
市
全
域
（
九
・
〇
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
五
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
越
生
町
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

越
生
町 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

越
生
町
全
域
（
四
十
・
三
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
ま
で 

 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
六
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
三
芳
町
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

三
芳
町 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

三
芳
町
全
域
（
十
五
・
三
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
六
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
七
号 

 
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
五
年
三
月
十
五
日
終
了

し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
上
尾
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
八
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
上
尾
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

上
尾
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
作
成
レ
ベ
ル
二
千
五
百
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

上
尾
市
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
九
月
十
四
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
九
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
上
尾
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

上
尾
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

上
尾
市
及
び
そ
の
周
辺 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
十
五
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
号 

 
埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町
一
丁
目
一
番
八
号 

株
式
会
社
コ
ス
モ
ピ
ア 

二 

取
消
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
九
月
三
十
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
一
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  警察統合情報通信ネットワークシステム用サーバ等機器の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和５年８月10日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 

５ 落札金額 

  50,358,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和５年６月20日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
二
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  情報分析支援端末装置等の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和５年８月10日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 

５ 落札金額 

  99,244,200円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和５年６月20日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
三
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  塗装ブースの賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和５年８月10日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  東京センチュリー株式会社 東京都千代田区神田練塀町３番地 

５ 落札金額 

  34,716,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和５年６月20日 



告

示 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
十
月
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及

び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

川 

裕 

嗣 

 

 

 

 



 

   
 

 

志
木
停
車
場
線 

  

路 
 

線 
 

名 

志
木
市
本
町
五
丁
目
一
九
九
三
番
一
〇
地
先

か
ら
同
市
本
町
五
丁
目
一
九
八
七
番
一
地
先

ま
で 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に

限
る
。
） 

 

供
用
開
始
の
区
間 

 

令
和
五
年
十
月
三
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平

成

三

十

年

十

一

月

六
日
付
け
埼
玉
県
朝
霞

県

土

整

備

事

務

所

長

告
示
第
六
号
で
告
示
し

た
道
路
予
定
区
域
の
一

部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
一
二
五
・
二
〇
メ

ー
ト
ル 

        

備 

 

考 



告 
 

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
九
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

意
思
の
表
示
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

金 

澤 

圭 

竹 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

坂
戸
宅
信
会
千
代
田
団
地
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
へ
の
加
入
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
富
士
見
市
西
み
ず
ほ
台
三
丁
目
五
番
地
み
ず
ほ
台
団
地
五
―
四
―
一
〇
二 

 
 

若 

松 

政 

敬 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
赤
山
町
四
丁
目
九
番
一
号
Ａ
―
三
〇
九 

若 

松 

一 

実 

三 

建
築
協
定
へ
の
加
入
に
係
る
土
地
の
区
域 

埼
玉
県
坂
戸
市
千
代
田
二
丁
目
一
番
百
四
十
七 
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